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守ります！
健康管理と安全確認
笑顔ひろがるゼロ災職場

（中災防年間標語）



平成27年度

安全衛生優良事業場厚生労働大臣・岩手労働局長表彰

　第88回全国安全週間（７月１日
～７月７日）に合わせ、７月２日
に、岩手労働局において、安全衛
生活動に積極的に取り組んでいる

事業場に対する表彰式が行われま

した。
　表彰式は、厚生労働大臣表彰を
受ける、清水・青木あすなろ特定
建設工事共同企業体国道45号吉浜
道路工事の三原泰司所長他工事関

係者と岩手労働局長表彰を受け

る、久慈衣料株式会社の川代利幸
社長、来賓の岩手労働災害防止団
体連絡協議会座長　戸澤勝弘氏を

迎え、岩手労働局長以下、労働基
準部長、各課室長の出席のもと、
執り行われました。
　表彰式では、弓　信幸　岩手労
働局長から「地域の中で安全衛生
に関する水準が良好で改善のため

の取組が他の模範と認められた」
として清水・青木あすなろ特定建
設共同企業体国道45号吉浜道路工
事殿と久慈衣料株式会社殿に表彰

状が授与されました。
　続いて、岩手労働局長の式辞、
岩手労働災害防止団体連絡協議会

長の祝辞、清水・青木あすなろ特
定建設工事共同企業体国道45号吉
浜道路工事殿からの謝辞が述べら

れました。
　謝辞の中では、これからもより
一層の安全対策の充実を目指して

努力していくとの決意が述べられ

ました。
　表彰を受けられた事業場の表彰

のポイントは以下のとおりです。
　おめでとうございます。
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厚生労働大臣 奨励賞（安全確保）

清水・青木あすなろ特定建設工事共同企業体
国道45号吉浜道路工事  殿　

【受賞理由】
１ 　関係請負人が参加する安全協議会を月１回の他、毎週１回実施し、関係
請負人との連絡調整を積極的に実施し、積極的な安全管理活動が行われて
いたこと。
２ 　リスクアセスメントの結果を基に、高所作業の低減や機械の高機能化に
よってリスクを低減させるなど、積極的にリスクの低減対策をしていること。
３ 　地域の大規模工事関係者による協議会等に参加、積極的に運営協力を行
うとともに、協議内容を現場に反映、参加者同士の情報共有を図っている
こと。
４ 　熱中症の見える化、クレーン作業の見える化、開口部養成の見える化等
を行い、危険認識や作業場の注意喚起を分かりやすく知らせるなど、より
効果的な安全活動（見える化の推進）を実施していること。
５ 　地域安全セミナーの開催、地域の交通安全活動の協力など、現場のみな
らず、地域の安全活動にも積極的に貢献していること。
６ 　上記の取組により、平成24年３月15日の工事開始以来、平成27年３月31
日の工事終了までおよそ３年間、休業災害ゼロを継続したこと。

岩手労働局長 奨励賞（安全確保）

 久慈衣料株式会社  殿　
【受賞理由】
１ 　リスクアセスメントの実施、安全の見える化の推進、改善提案制度の運
用、５Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔・躾）運動の推進等、積極的に安全衛
生管理活動を展開していること。
２ 　労使の協力により安全の見える化（見える安全活動）、改善提案制度等、
積極的に実施されており、社内全体の安全衛生意識の高揚に繋げていること。
３ 　平成13年10月19日以降、10年以上無災害を継続していること。
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脳・心臓疾患と精神障害の労災補償状況
～岩手では脳・心臓疾患、精神障害ともに請求件数は若干減少～

厚生労働省は６月25日、平成26年度の「脳・心臓疾患」と、
「精神障害」に係る労災補償状況を取りまとめ、公表しました。

　全国と岩手労働局管内における労災補償の状況は、表１及び２のとおりです。

表１　脳血管疾患・心臓疾患の請求、決定件数【平成26年度】� ※カッコ内は平成25年度の件数を示します。

脳血管疾患 虚血性心疾患等 合　計

請求件数 決定件数 請求件数 決定件数 請求件数 決定件数うち
支給決定件数

うち
支給決定件数

うち
支給決定件数

うち
死亡

うち
死亡

うち
死亡

うち
死亡

うち
死亡

うち
死亡

うち
死亡

うち
死亡

うち
死亡

岩手
4
(5)

1
(1)

1
(4)

1
(2)

1
(1)

1
(1)

3
(5)

1
(4)

6
(0)

4
(0)

4
(0)

2
(0)

7
(10)

2
(5)

7
(4)

5
(2)

5
(1)

3
(1)

全国
475
(468)

84
(88)

387
(396)

79
(97)

166
(182)

38
(43)

288
(316)

158
(195)

250
(287)

166
(193)

111
(124)

83
(90)

763
(784)

242
(283)

637
(683)

245
(290)

277
(306)

121
(133)

　脳梗塞などの「脳血管疾患」、心筋梗塞などの「心臓疾患」については、その発症の基礎となる血管病変等
が、主に加齢、食生活、生活環境などの日常生活による諸要因や遺伝等による要因により徐々に増悪して発
症するものですが、過重な仕事が原因で自然経過を超えて急激に増悪し発症する場合があります。このように、
過重な仕事が原因で脳・心臓疾患を発症し、死に至ったケースがいわゆる「過労死」と呼ばれているものです。
　平成26年度においては、全国、岩手とも請求件数は減少しています。
　なお、脳血管疾患・心臓疾患の労災認定は、平成13年12月に定められた「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負
傷に起因するものを除く。）の認定基準」により判断されています。

　精神障害は、外部からのストレス（仕事に
よるストレスや私生活でのストレス）とその
ストレスへの個人の対応力の強さとの関係で
発病に至ると考えられています。
　平成26年度における全国の状況は、請求件
数が過去最多となっており、岩手における請
求件数は減少したものの、高い水準で推移し
ています。
　発病原因とされた出来事別について全国の
状況を見ると、支給決定事案の中で最も多い
のが、「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」

（72件）で、次いで、「（ひどい）嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」（69件）の順となっています。
　なお、精神障害の労災認定（発病した精神障害が業務上のものと認められるかの判断）は、平成23年12月
に定められた「心理的負荷による精神障害の認定基準」により行われています。

表２　精神障害の請求、決定件数【平成26年度】
� ※カッコ内は平成25年度の件数を示します。

精神障害

請求件数 決定件数 うち支給決定件数

うち自殺 うち自殺 うち自殺

岩手
13
(16)

3
(1)

17
(7)

4
(1)

10
(6)

2
(1)

全国
1,456
（1,409）

213
（177）

1,307
（1,193）

210
（157）

497
（436）

99
（63）

　「脳・心臓疾患」及び「精神障害」に係る労災補償状況の詳細は、厚生労働省のホームページ
（http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000049293.html）に、詳しく掲載されておりますので御参照下さい。
　また、「脳・心臓疾患」及び「精神障害」の労災認定基準の詳細については、岩手労働局労災補償課
（019－604－3009）、又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
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パートタイム労働者の活躍を推進している企業を表彰します！
� 岩手労働局雇用均等室　

　厚生労働省では、パートタイム労働者の活躍推進への取組を積極的に進める企業を「パートタイム労
働者活躍推進企業」として表彰し、その取組を先進事例として広く発信していくことにしました。

［表彰区分］
　最優良賞　　厚生労働大臣賞　　

　パートタイム労働者の活躍推進のために、特に
他の模範となる取組を推進し、その成果が顕著で
ある事業所（企業）

　 優良賞 　　雇用均等・児童家庭局長優良賞　

　パートタイム労働者の活躍推進のために、他の
模範となる取組を推進し、その成果が認められる
事業所（企業）

　 奨励賞 　　雇用均等・児童家庭局長奨励賞

　パートタイム労働者の活躍推進に取り組んでい
ると認められる事業所（企業）

［応募対象］
（1 ）パートタイム労働者の活躍推進に向けて取り
組んでいる事業所（企業）。「パート労働ポータ
ルサイト」内の「均等・均衡待遇指標（パート

指標）」の診断結果が、雇用するパートタイム
労働者に係る取組において、総得点率50％以上
であること。

（2 ）パートタイム労働者の活躍に向けて取り組む
企業として「パート労働ポータルサイト」内の
「パート労働者活躍企業宣言サイト」に取組内
容や今後の目標等を掲載（宣言）していること。

（3 ）パートタイム労働者の活躍推進に向けた取組
（法定を上回る自主的な取組）を行い、かつ、実
績または成果が認められること。

［応募方法］
　「パートタイム労働者活躍推進企業表彰サイト」
より応募用紙をダウンロードしてください。
［応募締切］
　平成27年８月４日（火）17時（必着）
［応募先］
　みずほ情報総研株式会社　社会政策コンサルティング部
　〒101‐8443　東京都千代田区神田錦町2‐3　
　電話　03‐5281‐5276（平日10時～17時30分）

最低賃金引上げに向けた業務改善助成事業

平成27年度から交付要件、交付上限額などが変更になりました。

中
小
企
業
事
業
主
の

み
な
さ
ん

ご
存
知
で
す
か
？

この助成金は、中小企業の賃金と業務の改善を国が支援し、
従業員の賃金引上げを図るための制度です。

ぜひ、ご検討ください。

最低賃金引上げ支援

応援します！がんばる中小企業。

（H27.7）

お問い合わせ先

お問い合わせ・申請先

※平成26年度以前に業務改善助成金の交付を受けている場合は交付対象外となります。

支給手続き
支給の
要件

①賃金引上計画
事業場内の時間給800円未満の労働者（雇入れ後6月を経過していること）の賃金を40円以上
引き上げる計画を作成し、実施すること。
※引上げ後の賃金額を就業規則で明記すること。

支給額

②業務改善計画
業務改善（労働能率の増進に資する設備・器具の導入等）に係る計画を作成し、実施すること。
※単なる経費削減のための経費、職場環境を改善するための経費、パソコン、営業車輛など社会通念上当然に必要となる経費は除きます。

常時使用する労働者の数が31人以上の企業は業務改善に要した経費の2分の1、常時使
用する労働者の数が30人以下の企業は、業務改善に要した経費の4分の3となります。た
だし、以下の上限額が設けられています。
❶最も低い賃金額を40円以上引き上げた場合 ●上限額は100万円
❷10人以上（時間給等800円未満）の賃金額を
　60円以上引き上げた場合

●10～14人引き上げた場合の上限額は130万円
●15～19人引き上げた場合の上限額は140万円
●20人以上引き上げた場合の上限額は150万円

●厚生労働省ホームページアドレス http://www.mhlw.go.jp/

まずは
相談。

（H27.7）

お問い合わせ先

お問い合わせ・申請先

※平成26年度以前に業務改善助成金の交付を受けている場合は交付対象外となります。

支給手続き
支給の
要件

①賃金引上計画
事業場内の時間給800円未満の労働者（雇入れ後6月を経過していること）の賃金を40円以上
引き上げる計画を作成し、実施すること。
※引上げ後の賃金額を就業規則で明記すること。

支給額

②業務改善計画
業務改善（労働能率の増進に資する設備・器具の導入等）に係る計画を作成し、実施すること。
※単なる経費削減のための経費、職場環境を改善するための経費、パソコン、営業車輛など社会通念上当然に必要となる経費は除きます。

常時使用する労働者の数が31人以上の企業は業務改善に要した経費の2分の1、常時使
用する労働者の数が30人以下の企業は、業務改善に要した経費の4分の3となります。た
だし、以下の上限額が設けられています。
❶最も低い賃金額を40円以上引き上げた場合 ●上限額は100万円
❷10人以上（時間給等800円未満）の賃金額を
　60円以上引き上げた場合

●10～14人引き上げた場合の上限額は130万円
●15～19人引き上げた場合の上限額は140万円
●20人以上引き上げた場合の上限額は150万円

●厚生労働省ホームページアドレス http://www.mhlw.go.jp/

まずは
相談。

岩手労働局労働基準部賃金室

TEL.019-604-3008
〒020-8522　盛岡市盛岡駅西通1丁目９番１５号　盛岡第２合同庁舎

岩手県最低賃金総合相談支援センター
〒020-0821　盛岡市山王町１－１

0120-311-615（全国電話相談センター）
（支援センター）TEL.019-651-2373
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個別労働紛争の相談件数は
過去最多（2,791件）、相談�
内容は「いじめ・嫌がらせ」が
２年連続で１千件を超える

　岩手労働局では、解雇や職場における「い
じめ・嫌がらせ」をはじめとする個々の労働
者と事業主との間の紛争を解決するため、労
働局及び各労働基準監督署内に合計８箇所の
総合労働相談コーナーを設置して「個別労働
紛争解決制度」を運用しており、今般、同制
度の平成26年度の状況を取りまとめました。

 1

（参考） 

 

個別労働紛争の解決に向けたシステム 

企 業 

労働者 事業主 

自主的解決 

労 働 局 

あっせん申請 

労働局長による 

助言・指導 

紛争調整委員会

あっせん委員（学識経験

者等）によるあっせん・

あっせん案の提示 

助言・指導申出

解決困難 

解 
 
 

 
 
 

決 

総合労働相談コーナー 
労働問題に関する相談、情報提供のワンストップサービス、助

言・指導、あっせんの制度説明、労働基準法違反等に関する事案

は労働基準監督署、公共職業安定所及び雇用均等室を教示 

紛争 

労働審判、訴訟等他の紛争解決手段の利用 

個
別
労
働
紛
争
の
解
決
に
向
け
た
シ
ス
テ
ム

【平成26年度の相談、助言・指導、あっせんの概況】
・総合労働相談件数

� 10,144件�（前年度比�1.1％減）
　→うち民事上の個別労働紛争相談件数　　�
　　�2,791件�（�　 〃 　1.0％増）　
・助言・指導申出件数　　　　　　　�　　　
　　� 127件�（�　 〃 　12.4％減）
・あっせん申請件数　　　　　　　　　　　
　　� 46件�（�　 〃 　22.0％減）

○�個別労働紛争の相談件数は過去最多、相談
内容は「いじめ・嫌がらせ」が２年連続で
1,000件を超える

　個別労働紛争に関する相談は４年連続で増
加し、過去最多となった。相談内容は、「い
じめ・嫌がらせ」が1,004件（25年度1,092件）
で、２年連続で1,000件を超えるとともに、個
別労働紛争の相談内容全体の18.4％を占め、
３年連続トップとなった。

○�「助言・指導」の申出件数、「あっせん」の
申請件数ともに減少

　「助言･指導」※１の申出件数は前年度から

12.4％減となったが、申出の内容は「いじめ・
嫌がらせ」が最も多かった。「助言･指導」を
行ったうち96件が解決し、ほとんどが10日以
内に手続きが終了している。
　「あっせん」※２の申請件数は前年度から

22.0％減となったが、申請の内容は「いじめ・
嫌がらせ」が最も多かった。開催した「あっ
せん」のうち、21件が合意解決し、全てが２
か月以内に手続きが終了している。
　なお、「助言・指導」は10日以内、「あっせん」
は２か月以内に手続き終了と、「簡易・迅速・
無料」という制度の特徴を活かした運用がな
されている。

※１ 「助言・指導」とは、労働者等の申出に基づ
き労働局長が紛争当事者（相手側）に助言・
指導し、解決を促す制度です。

※２ 「あっせん」とは、弁護士などの公平・中立
な立場にあるあっせん委員が当事者間の話し
合いの調整を行い解決を図る制度です。

参考：「いじめ・嫌がらせ」の推移

25年度 26年度 状						況

個別労働紛争相談件数 1,092件（19.3％） 1,004件（18.4％） 88件、	8.1％減

助 言・ 指 導 件 数 40件（27.6％） 27件（17.9％） 13件、32.5％減

あ っ せ ん 件 数 27件（40.9％） 15件（27.8％） 12件、44.4％減
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Ⅰ　相談の状況について 
１　総合労働相談件数　＜１万件前後で高止まり＞
　総合労働相談件数は10,144件で前年度（10,253件）
と比べて1.1％減少したが、平成20年度から高止まり
の傾向である（第１図）。

２　個別労働紛争に関する相談件数と内容
（１）相談件数　＜４年連続増加で過去最多＞
　個別労働紛争に関する相談件数は2,791件で、前年
度（2,764件）と比べて1.0％増加し、平成22年度以後
４年連続での増加となり過去最多となっている（第
２図）。

（２�）相談の内容　＜「いじめ・嫌がらせ」が最も多く�
およそ２割を占める＞

　「いじめ・嫌がらせ」が1,004件（18.4％）で最多、
次いで「自己都合退職」が793件（14.6％）、「解雇」
が712件（13.1％）、「労働条件の引下げ」が437件（8.0％）
となり、これらの相談で５割以上を占めた。（第３図）。

（注 ）１件の相談で複数の内容があった場合は重複計上し
ており、各内容の総計は相談件数とは一致しない。

（３�）主な相談の内容の推移　＜「いじめ・嫌がらせ」
が２年連続1,000件超＞

　「いじめ・嫌がらせ」の相談が前年度と比べて減少
したものの、２年連続で1,000件を超えている。また、
「自己都合退職」の相談も増えており、２年連続で「解
雇」を上回っている（第４図）。

　「いじめ・嫌がらせ」の相談が多い要因として、「パ
ワハラ」という言葉が世の中に浸透し、いじめ・嫌
がらせの問題が顕在化してきていることや職場のい
じめや嫌がらせは単なる人間関係のもつれではな
く、解決されるべき労働問題との考え方が広がった
ことが考えられる。

（注 ）１件の相談で複数の内容があった場合は重複計上し
ており、各内容の総計は相談件数とは一致しない。

（４�）解雇の相談の内訳　＜「整理解雇」が平成22
年度以降最少＞

　東日本大震災の影響を受けた平成23年度は「整理
解雇」の件数が多かったが、平成26年度は「整理解雇」
の割合が少なく、平成22年度以降最も少ない件数と
なった（第５図）。

（５�）相談者の属性等　＜紛争当事者は「正社員」が
５割以上を占める＞

　労働者からの相談が2,207件（79.1％）、事業主から
の相談が299件（10.7％）、家族や友人等からの相談
が285件（10.2％）であった。
　また、紛争当事者の労働者側の就労形態を見ると、
正社員の相談が53.1％（1,483人）に対し、非正規労
働者（パート、期間契約及び派遣労働者等）の相談
は合計31.0％（865人）であった（第６図）。

第１図　総合労働相談件数の推移

8,369
9,256

8,690

10,699
9,952 9,787

10,253 10,144
9,559

11,398
10,342

0

8,000

12,000

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度

第４図　主な相談の内容の推移
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第５図　解雇の相談の内訳
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第２図　個別労働紛争相談件数の推移
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第３図　相談の内容

その他：1,809件（33.2％）
（出向・配置転換、採用内

定取消等）

労働条件引下げ：437件
（8.0％）

退職勧奨：305件（5.6％）

賠償：278件（5.1％）

雇止め：108件（2.0％）

解雇：712件（13.1％）

自己都合退職：793件
（14.6％）

いじめ・嫌がらせ
1,004件（18.4％）
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Ｑ 
当社には定年（60歳）後に、高年齢者雇用安定法により65歳まで1年間の有期労働契約で

雇用することとしている労働者がおります。この労働者をその後も有期労働契約により雇用

を継続することを考えており、この場合には無期転換ルールが適用されることになりますが、無期

転換ルールが適用されない特例措置があると聞いております。どのような手続きが必要なのでしょ

うか。

Ａ　有期労働契約については、同一の 使用者との間で、有期労働契約が通算で５年を超えて繰 り 

　　　返し更新された場合は、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換します。いわゆる「無
期転換ルール」といわれるものです。（労働契約法第18条第１項）
　この「無期転換ルール」の特例として「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措
置法」（以下「有期雇用特別措置
法」といいます。）が平成27年４
月１日から施行されており、有期
雇用特別措置法に基づき、適切な
雇用管理に関する計画を作成し、
都道府県労働局長の認定を受けた

事業主の下であれば、定年に達し
た後、引き続いて雇用される有期
雇用労働者（継続雇用の高齢者）
については、その事業主に定年後
引き続いて雇用される期間は無期

転換申込権が発生しないことにな

ります。
　この特例の適用を受けるために

は、「第二種計画認定・変更申請
書」を本社・本店を管轄する都道
府県労働局に提出し、当該都道府
県労働局長の認定を受ける必要が

ありますので、詳細につきまして
は、下記問合せ先までお問い合わ
せください。
　なお、申請書の作成に当たって
は、関係する労働者の理解と協力
を得るように努めてください。
　お気軽にお問い合わせください。

エ 有期労働契約の雇用継続について

【問い合わせ先】　岩手労働局労働基準部監督課
電話　019－604－3006

様式第７号 

第二種計画認定・変更申請書 

年  月  日 

労働局長殿 

 

 

１ 申請事業主 

名称・氏名 

              

              

              

代表者氏名

（法人の場

合）   

 

 

印 

住所・所在地 
〒(    -     )                    電話番号    (       )

ＦＡＸ番号      (       )

 

 

２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容 

□高年齢者雇用推進者の選任 

□職業訓練の実施 

□作業施設・方法の改善 

□健康管理、安全衛生の配慮 

□職域の拡大 

□職業能力を評価する仕組み、資格制度、専門職制度等の整備 

□職務等の要素を重視する賃金制度の整備 

□勤務時間制度の弾力化 

 

３ その他 

□高年齢者雇用安定法第９条の高年齢者雇用確保措置を講じている。 

 □65 歳以上への定年の引き上げ 

  □継続雇用制度の導入 

□希望者全員を対象 

□経過措置に基づく労使協定により継続雇用の対象者を限定する基準を利用 

（注）高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 78 号）

附則第３項に規定する経過措置に基づく継続雇用の対象者を限定する基準がある場合 

 

 

（記入上の注意） 

１．「２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容」は該当する措置の内容の

□にチェックして下さい。 

２．「３ その他」は、該当する□はすべてチェックしてください。 

 

（添付書類） 

１．「２ 第二種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置」を実施することが分かる資料

（例：契約書の雛形、就業規則等） 

２.高年齢者雇用確保措置を講じていることが分かる資料（就業規則等（経過措置に基づく継続雇用の対象者

を限定する基準を設けている場合は、当該基準を定めた労使協定書（複数事業所を有する場合は本社分のみ

で可。）を含む。）） 

３．変更申請の場合は、認定されている計画の写し。 

 

労働基準情報いわて Aug.　2015

■　№		767 第三種郵便物承認平成27年８月１日発行労働基準情報岩手

8



イ
ン
フ
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メ
ー
シ
ョ
ン

‘15岩手県産業安全衛生大会

日　時　

平成27年10月１日（木）  13時30分～

会　場　

都南文化会館・都南公民館 キャラホール
住所：盛岡市永井24-10-1

　事例発表　ディー・ティー・ファインエレクトロニクス㈱
　特別講演　落語家　遠野市出身　六華亭　遊花 氏
　 　　　演題「笑って   なまって   コミュニケーション」

　第一種衛生管理者の出張試験が、12月19日㈯に盛岡市「アイーナ」で行われます。
当協会では、国家試験の出張試験の実施に合わせ、衛生管理者免許試験準備講習会を開
催いたします。
　出題傾向を基に重点事項を絞り込み講習を行っており、受講された方々からご好評を
いただいております。受験予定の皆様の受講をお待ちしております。
◆第１種衛生管理者免許試験準備講習会
　日　　時　10月８日㈭、９日㈮、14日㈬、15日㈭の４日間
　会　　場　盛岡市　岩手労働基準協会研修センター
　受 講 料　会員　12,960円　　非会員　15,120円
　テキスト　上　2,160円、下　2,160円、問題集　2,376円

●衛生管理者試験準備講習会のお知らせ

駐車場につきましては、駐車
台数に限りがございますので、
乗合せ、または公共交通機関の	
ご利用等ご協力お願い申し	
上げます。
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　新会員事業所のお知らせ ６月に加入された事業所をご紹介いたします　

支部名 事　業　所　名 所在地

盛　岡 青葉緑化工業㈱盛岡営業所 盛岡市

一　関 ㈱侑聖工業 一関市

一　関 ㈱アシスト伸和 奥州市

大船渡 ＡＭＩＦＡ㈱ 大船渡市

支部名 事　業　所　名 所在地

大船渡 ㈱カネマン 陸前高田市

二　戸 ㈱ＧＡＴ 久慈市

二　戸 ㈱ナカイズミ野田工場 野田村



講習会のおしらせ 27年10月迄のご案内

区分 講　　習　　名 実　　施　　日 場　　所 定　員 申　込　先 受　講　料 テキスト代

有機溶剤作業主任者技能講習 9/17(木)～18(金) 岩手労働基準協会研修センター 定　員 本　部 9,720 1,944

有機溶剤作業主任者技能講習（追加） 9/14(月)～15(火) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,720 1,944

8/31(月)～9/2(水) 岩手労働基準協会研修センター 定　員 本　部 15,660 2,160

8/31(月)～9/1(火)・3(木) 岩手労働基準協会研修センター 40 本　部
(一部免除者)

13,500

プレス機械作業主任者技能講習 8/10(月)～11(火) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,720 1,512

特定化学物質及び四アルキル鉛等
作業主任者技能講習

10/29(木)～30(金) 岩手労働基準協会研修センター 100 本　部 9,720 1,944

玉掛け技能講習 8/24(月)～26(水) 岩手労働基準協会研修センター 定　員 盛岡支部 21,600 1,645

8/27(木)～28(金)・30(日) アイ・ドーム他 30 一関支部
(一部免除者)

19,440

9/1(火)～3(木) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部

9/1(火)～3(木) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

9/1(火)～2(水)・４(金) 気仙教育会館他 20 大船渡支部

10/5(月)～7(水) 岩手労働基準協会宮古支部他 30 宮古支部

10/5(月)～7(水) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部

10/7(水)～9(金) 久慈職業訓練協会他 30 二戸支部

フォークリフト運転技能講習 8/18(火)～21(金) 岩手労働基準協会研修センター 定　員 盛岡支部 29,160 1,620

(31時間コース)
8/24(月)～27(木) 岩手労働基準協会花巻支部 40 花巻支部

9/7(月)～10(木) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

9/7(月)～10(木) 岩手労働基準協会宮古支部他 30 宮古支部

9/8(火)～11(金) 久慈職業訓練協会他 30 二戸支部

9/11(金)～13(日)・19(土) アイ・ドーム他 40 一関支部

9/15(火)～18(金) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

10/13(火)～16(金) 岩手労働基準協会花巻支部 40 花巻支部

10/20(火)～23(金) 釜石職業訓練協会 30 釜石支部

10/20(火)・26(月)～28(水) 釜石職業訓練協会 10 釜石支部

小型移動式クレーン運転技能講習 8/17(月)～18(火)・20(木) 岩手労働基準協会宮古支部他 30 宮古支部 28,080 1,645

9/1(火)～3(木) 釜石職業訓練協会 20 釜石支部
(一部免除者)

25,920

9/1(火)～2(水)・４(金) 釜石職業訓練協会 20 釜石支部

10/5(月)～7(水) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

10/19(月)～21(水) 岩手労働基準協会花巻支部 30 花巻支部

10/20(火)～22(木) 気仙教育会館他 30 大船渡支部

10/20(火)～21(水)・23(金) 気仙教育会館他 20 大船渡支部

10/21(水)～23(金) 久慈職業訓練協会他 30 二戸支部

ガス溶接技能講習 8/27(木)～28(金) 岩手労働基準協会研修センター 定　員 盛岡支部 9,720 864

10/9(金)～10(土) 岩手労働基準協会花巻支部他 60 花巻支部

安全衛生推進者養成講習 8/5(水)～6(木) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部 8,640 1,296

8/26(水)～27(木) 釜石職業訓練協会 40 釜石支部

9/28(月)～29(火) 岩手労働基準協会花巻支部 60 花巻支部

8,640 1,080

9,720

一関支部北上製紙(株) 40

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
技能講習

アーク溶接等の業務特別教育特
別
教
育

二戸支部8/20(木)～21(金) 30

9/4(金)～5(土)

二戸職業訓練協会
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電話番号 FAX番号 E-mail アドレス

本 　 　 部 ０１９－６81－9911 ０１９－６81ー1018 honbu@iwateroukikyo.com

盛 岡 支 部 ０１９－６81－1076 ０１９－６81ー1018 morioka@iwateroukikyo.com

宮 古 支 部 ０１９３－６２－４９０６ ０１９３－６２－４９０６ miyako@iwateroukikyo.com

釜 石 支 部 ０１９３－５５－４３８０ ０１９３－５５－４３８１ kamaisi@iwateroukikyo.com

花 巻 支 部 ０１９８－２９－４８００ ０１９８－２９－４８０１ hanamaki@iwateroukikyo.com

一 関 支 部 ０１９１－２３－７７２９ ０１９１－２３－７７２０ ichinoseki@iwateroukikyo.com

大 船 渡 支 部 ０１９２－４７－３８８２ ０１９２－４７－３８８７ ofunato@iwateroukikyo.com

二 戸 支 部 ０１９５－２３－５５２１ ０１９５－２３－０４１９ ninohe@iwateroukikyo.com

岩手労働基準協会お問い合わせ先

区分 講　　習　　名 実　　施　　日 場　　所 定　員 申　込　先 受　講　料 テキスト代

13,284 1,645

14,364

8,640 1,645

9,720

低圧電気取扱業務特別教育 6,480 648

　　　　(開閉器の操作) 7,560

5,400 1,188

6,480

11,880 864

12,960

6,480 1,337

7,560

会員 無料

非会員 1,000

5,616 648

6,696
10/8(木)～9(金)

及び

10/14(水)～15(木) 15,120

気仙教育会館

花巻支部

気仙教育会館他

40 宮古支部

盛岡支部

30 大船渡支部

40 大船渡支部

クレーン運転業務特別教育

10/23(金) 岩手労働基準協会花巻支部

一関支部

60

10/6(火)～7(水)

30

一関支部

10/13(火)

■　受講料・テキスト代は消費税８％込みです。　 　■　定員になり次第、申し込みを締め切ります。

岩手労働基準協会研修センター

岩手労働基準協会研修センター 60

10/22（木）

100

岩手労働基準協会宮古支部

職長教育、職長・安全衛生責任者
能力向上教育

危険予知リスクアセスメント講習 8/21(金)

■　上記以外の講習については、最寄りの支部にお問い合わせください。

■　特別教育及びその他の講習の受講料は、上段＝会員、下段（斜字 ）＝会員以外です。

12,960 6,696

10/7(水)～8(木)

■　受講料・テキスト代は消費税８％込みです。　 　■　定員になり次第、申し込みを締め切ります。

本　部

盛岡支部衛生担当者研修 岩手労働基準協会研修センター

そ
　
　
　
の
　
　
　
他

9/4(金)

花巻支部

大船渡支部40

40

100第１種衛生管理者試験準備講習

気仙教育会館10/15(木)

9/14(月)～15(火) 岩手労働基準協会花巻支部

40

釜石支部

盛岡支部

9/24(木)～25(金) 岩手労働基準協会花巻支部

60

一関職業訓練協会

30

10/26(月)～27(火) 岩手労働基準協会研修センター

20

8/7(金)

花巻支部

盛岡支部

岩手労働基準協会研修センター

職長教育

50

9/29(火)～30(水)

アイ・ドーム

釜石職業訓練協会

岩手労働基準協会研修センター

一関支部

小型車両系建設機械運転業務
特別教育

盛岡支部

20

9/29(火)～30(水)
特
 
　
別
 
　
教
 
　
育

研削といしの取替え等の業務特別教
育

10/10(土) アイ・ドーム 40

10/23(金)～24(土)

区分 講　　習　　名 実　　施　　日 場　　所 定　員 申　込　先 受　講　料 テキスト代

ガス溶接技能講習 10/14(金)～15(土) 花巻市技術振興会館他 60 花巻支部 9,450 840

10/25(火)～26(水) 岩手労働基準協会研修センター 40 盛岡支部

安全衛生推進者養成講習 8/4(木)～5(金) 岩手労働基準協会研修センター 50 盛岡支部 8,400 1,260

9,450

9,450

13,950

6,300

4,200 800

5,250

11,550 840

12,600

11,550 1,470

12,600

1,000

1,500

12,600 1,260

14,700

10/13(木)～14(金)及び 12,600 6,300
      10/20(木)～21(金)

の４日間 14,700

本　部

そ
　
　
　
の
　
　
　
他

第１種衛生管理者試験準備講習 岩手労働基準協会研修センター 100

50 盛岡支部

100岩手労働基準協会研修センター

職長教育

1,050

9/8(木) 基準協会宮古支部 40 宮古支部

5,250

アーク溶接特別教育 8/29(月)～30(火)

特
　
 

別
　
 

教
　
 

育
　
 

講
　
 

習

9/22(木)～23(金)

9/2(金)～3(土)

石綿使用建築物等解体の業務
特別教育

技
能
講
習
等

40

花巻支部花巻高等職業訓練校他 60

二戸職業訓練協会

409/9(金)～10(土)

12,900

一関支部

花巻支部20

9/13(火)

40

研削といしの取替え等の業務
特別教育

クレーン運転業務特別教育

9/21(水)～9/22(木)

岩手労働基準協会研修センター

花巻市交流会館他

職長・安全衛生責任者教育

盛岡支部

安全管理者選任時研修

10/18(火)～19(水)

8/10(水)～11(木) 岩手労働基準協会研修センター

衛生担当者研修会

■　上記以外の講習については、最寄りの支部にお問い合わせください。

■　特別教育及びその他の講習の受講料は、上段＝会員、下段＝会員以外です。

■　受講料・テキスト代は消費税込みです。　 　■　定員になり次第、申し込みを締め切ります。

問い合わせ・申込先・メールアドレスは下欄をご覧ください

アイ・ドーム

盛岡支部

20

60

盛岡支部

北上製紙(株) 40 一関支部

100

小型車両系建設機械運転業務
特別教育

10/6(木) 岩手労働基準協会研修センター 30

9/8(木)～9(金) 岩手労働基準協会研修センター

9/2(金)

1029(土)

本　部

盛岡支部

1,600

1,0508,400

一関支部

二戸支部

8,400

9/26(月)～27(火) 岩手労働基準協会研修センター 60 盛岡支部

北上製紙(株)

1,500

10/21(金)～22(土) 花巻市交流会館他 20 花巻支部

10/7(金)～8(土) アイ・ドーム他 40 一関支部

岩手労働基準協会研修センター
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死　亡　災　害　速　報　（６月）

■花巻署　建設業（その他の土木工事業）　男（60歳代）激突され

　桜の木（胸高直径38㎝、高さ15m）の伐倒方向を制御するために木材グラップル機のつかみ装置を

地上4.4ｍのところに添えながら、チェーンソーで伐木したところ、切断部が暴れ、伐木に激突された。



 

ク
イ
ズ
で
ゲ
ッ
ト

　個別労働紛争に対する相談件数は、2,791件で平成22年
以降４年連続で増加となり、過去最高となっています。
　相談の内容で最も多いのは、次のどれでしょうか？

　①　「労働条件の引き下げ」
　②　「解雇」
　③　「いじめ、嫌がらせ」
　④　「自己都合退職」
　⑤　「退職勧奨」

ヒント　本誌６～７ページに関連記事

●応募方法	 	①自宅住所・氏名　②クイズの答え　③本誌への意見や感想な
どを書いて、ハガキ、FAX又はｅメールでお寄せ下さい。

●締め切り	 平成27年８月25日（火）消印有効
●宛先　　	 〠020－0857　盛岡市北飯岡一丁目10－25
 　　（公財）岩手労働基準協会　クイズ係宛て
 　　ＦＡＸ 019－681－1018
  ｅメール　honbu@iwateroukikyo.com
●賞品及び発表　　応募者の中から抽選で５名様に図書カード（500円券）を
 　お送りします。当選者への賞品発送をもって発表にかえます。
●７月号の正解　　②
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岩手の死亡災害（６月末）

製　造　業	 1	 ( 1 )
鉱　　　業	 0	 ( 0 )
建　設　業	 5	 ( 5 )
運輸交通業	 2	 ( 1 )
林　　　業	 0	 ( 0 )
商　　　業	 1	 ( 4 )
そ　の　他	 0	 ( 4 )

累　　　計	 9	 (15)
	 （　）内は前年同期

発　行　所  公益財団法人岩手労働基準協会
　　　　　　  盛岡市北飯岡一丁目10－25
  〠020－0857／☎019－681－9911／FAX019－681－1018
編集・発行人 戸　澤　勝　弘

発　行　  平成27年８月１日
　　　　　  定価　１部　100円

会員事業所の購読料
は年会費に含む

川
柳
コ
�
ナ
�

川柳原生林社　編集長　中 島 久 光

神様の失敗ヒト科など造り

　万能の神様だって失敗することがある。それの最たるも

のは人間を造ったことである。まさか人間が戦争をしたり

殺し合ったりしないと思ったのだろう。

	 （岩手県川柳大会＜宿題「失敗」＞中島久光作品より）　

12

編 集
後 記

　いよいよ夏本番の季節を向かえ、夏
祭りも各地で催されます。例年、県都
盛岡では８月１～４日まで「盛岡さん
さ踊り」が開催されます。また、今年
も各団体が練習の成果を発揮されんこ
とを祈念いたします。
　実は小生は、昨年までさんさ踊りに
参加してまいりましたが、ひょんなこ
とから今年もさんさ踊りに出ることに
なりました。還暦を迎え嬉しい反面、

はずかしいような気持ちもあります。
祭りに出るいじょうは恥ずかしくない
ように参加して行かなくてはと思って
います。頑張らなくっちゃ!!
　今月号から小生が編集後記を担当す
ることとなりましたＫ・Ｔと申します。
前任者から引き継ぎ、「労働基準情報　
岩手」を読者の皆さまにさらに愛され
るよう努めてまいります。今後ともよ
ろしくお願い申し上げます。

全国地ビールフェスティバル in 一関
	 写真提供：一関市　

■ 日時／平成27年８月28日(金)～30日(日)
　　　　   28日  16：00～20：00
　　　　   29日  11：00～20：00
　　　　   30日  11：00～18：00

　全国の地ビールが一度に楽しめるイ
ベントです。今年はドドンと84社、約
300種類の地ビールが集まります。地
場産品を使用したおつまみブースも充
実しており、老若男女問わず楽しめます。

【お問い合わせ】
一関市役所　商工労働部　商業観光課　観光係

TEL：0191－21－2111
FAX：0191－31－3037


